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図
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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
二
十
五
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
七
条
の

十
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
晴
海
五
丁
目
西
地
区
第
一
種
市
街
地

再
開
発
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
氏
名
又
は
名
称

東
京
都

二

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

ま
で

三

施
行
地
区

中
央
区
晴
海
五
丁
目
地
内

四

第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
名
称

晴
海
五
丁
目
西
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業

五

事
務
所
の
所
在
地

中
央
区
勝
ど
き
一
丁
目
七
番
三
号
勝
ど
き
サ
ン
ス
ク
ェ
ア
東
京

都
第
一
市
街
地
整
備
事
務
所
内

六

施
行
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
二
日

七

事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
三
年
十
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
二
十
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
位

置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
月
一
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

変
更
に
係
る
道

路
の
種
類

変
更
年
月
日

変
更
に
係
る
道

路
の
位
置

変
更
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
三
年
九

月
十
三
日

東
久
留
米
市
滝

山
七
丁
目
十
六

番
二
十
七
の
一

部

延
長

〇
・
五
八

幅
員

四
・
二
〇

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
二
十
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
月
一
日
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東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
四
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
三
年
九

月
十
日

稲
城
市
大
字
坂

浜
字
十
六
号
千

八
十
五
番
一
の

一
部
、
同
番
一

地
先
並
び
に
同

番
三
、
同
番
五
、

千
百
五
十
八
番

一
及
び
千
百
五

十
九
番
二
の
各

一
部
、
同
番
二

地
先
並
び
に
同

番
五
、
同
番
六
、

同
番
十
一
及
び

同
番
十
二
の
各

一
部
、
同
番
十

二
地
先
並
び
に

千
百
六
十
四
番

一
及
び
同
番
二

の
各
一
部
、
同

番
二
地
先
並
び

に
同
番
三
の
一

部

延
長九

〇
・
八
六

幅
員

六
・
〇
〇

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
二
十
八
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
足
立
区
堀
之
内

一
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
二
十
九
号

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
十
六
条
の
二
第

一
項
第
七
号
の
規
定
に
基
づ
く
、
医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三

年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
第
九
条
の
十
九
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に

よ
る
地
域
に
お
け
る
医
療
の
確
保
を
図
る
た
め
に
当
該
病
院
が
行
う

こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
も
の
と
し
て
知
事
が
定
め
る
事
項
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
十
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

平
常
時
か
ら
の
準
備
も
含
め
、
新
興
感
染
症
等
が
ま
ん
延
し
、

又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
状
況
に
お
い
て
感
染
症
医
療
の
提
供
を

行
う
こ
と
。

二

平
常
時
か
ら
の
準
備
も
含
め
、
災
害
時
に
医
療
を
提
供
す
る
こ

と
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
三
十
号

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）

第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
准
看
護
師
試
験
を
次
の
と
お

り
実
施
す
る
。

令
和
三
年
十
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

試
験
日
時

令
和
四
年
二
月
六
日
（
日
曜
日
）

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で
（
受
験
者
集
合

午
後

一
時
）

二

試
験
場
所

東
京
都
社
会
福
祉
保
健
医
療
研
修
セ
ン
タ
ー
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文
京
区
小
日
向
四
丁
目
一
番
六
号

三

試
験
科
目

人
体
の
仕
組
み
と
働
き
、
食
生
活
と
栄
養
、
薬
物
と
看
護
、
疾

病
の
成
り
立
ち
、
感
染
と
予
防
、
看
護
と
倫
理
、
患
者
の
心
理
、

保
健
医
療
福
祉
の
仕
組
み
、
看
護
と
法
律
、
基
礎
看
護
、
成
人
看

護
、
老
年
看
護
、
母
子
看
護
及
び
精
神
看
護

四

受
験
資
格

次
の
㈠
か
ら
㈦
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

㈠

文
部
科
学
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
も
の
と
し
て
、
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
学
校
に
お
い
て

二
年
の
看
護
に
関
す
る
学
科
を
修
め
た
者
（
令
和
四
年
三
月
十

七
日
（
木
曜
日
）
ま
で
に
、
学
校
長
又
は
養
成
所
長
に
よ
る
修

業
証
明
書
又
は
卒
業
証
明
書
（
以
下
「
卒
業
等
証
明
書
」
と
い

う
。
）
を
提
出
で
き
る
者
を
含
む
。
）

㈡

文
部
科
学
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、

都
道
府
県
知
事
の
指
定
し
た
准
看
護
師
養
成
所
を
卒
業
し
た
者

（
令
和
四
年
三
月
十
七
日
（
木
曜
日
）
ま
で
に
、
卒
業
等
証
明

書
を
提
出
で
き
る
者
を
含
む
。
）

㈢

文
部
科
学
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
も
の
と
し
て
、
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
学
校
教
育
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
基
づ
く
大
学
（
短
期

大
学
を
除
く
。
）
に
お
い
て
看
護
師
に
な
る
の
に
必
要
な
学
科

を
修
め
て
卒
業
し
た
者
（
令
和
四
年
三
月
十
七
日
（
木
曜
日
）

ま
で
に
、
卒
業
等
証
明
書
を
提
出
で
き
る
者
を
含
む
。
）

㈣

文
部
科
学
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
も
の
と
し
て
、
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
学
校
に
お
い
て

三
年
以
上
看
護
師
に
な
る
の
に
必
要
な
学
科
を
修
め
た
者
（
令

和
四
年
三
月
十
七
日
（
木
曜
日
）
ま
で
に
、
卒
業
等
証
明
書
を

提
出
で
き
る
者
を
含
む
。
）

㈤

文
部
科
学
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
も
の
と
し
て
、
都
道
府
県
知
事
の
指
定
し
た
看
護
師
養
成
所

を
卒
業
し
た
者
（
令
和
四
年
三
月
十
七
日
（
木
曜
日
）
ま
で
に
、

卒
業
等
証
明
書
を
提
出
で
き
る
者
を
含
む
。
）

㈥

外
国
の
看
護
師
学
校
若
し
く
は
養
成
所
を
卒
業
し
、
又
は
外

国
に
お
い
て
看
護
師
免
許
に
相
当
す
る
免
許
を
受
け
た
者
で
、

厚
生
労
働
大
臣
が
、
㈢
か
ら
㈤
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上

の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
た
も
の

㈦

外
国
の
看
護
師
学
校
若
し
く
は
養
成
所
を
卒
業
し
、
又
は
外

国
に
お
い
て
看
護
師
免
許
に
相
当
す
る
免
許
を
受
け
た
者
の
う

ち
、
㈥
に
該
当
し
な
い
者
で
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準

に
従
い
、
都
道
府
県
知
事
が
適
当
と
認
め
た
も
の

五

出
願
方
法

㈠

出
願
に
必
要
な
書
類

ア

受
験
願
書
（
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
（
昭
和

二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
三
十
二
号
）
別
記
第
十
号
様
式
に

よ
る
。
）

イ

受
験
資
格
を
証
明
す
る
書
類

ア

四
の
受
験
資
格
の
㈠
か
ら
㈤
ま
で
に
該
当
す
る
者
が
提

出
す
る
書
類

ａ

既
修
業
者
又
は
既
卒
業
者

卒
業
等
証
明
書

ｂ

修
業
見
込
者
又
は
卒
業
見
込
者

修
業
見
込
証
明
書
又
は
卒
業
見
込
証
明
書
。
た
だ
し
、

合
格
発
表
後
、
令
和
四
年
三
月
十
七
日
（
木
曜
日
）
ま

で
に
卒
業
等
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
。

指
定
さ
れ
た
日
ま
で
に
卒
業
等
証
明
書
の
提
出
が
な

さ
れ
な
い
と
き
は
、
当
該
受
験
は
無
効
と
す
る
。

イ

四
の
受
験
資
格
の
㈥
又
は
㈦
に
該
当
す
る
者
が
提
出
す

る
書
類

看
護
師
国
家
試
験
受
験
資
格
認
定
書
の
写
し
又
は
准
看

護
師
試
験
受
験
資
格
認
定
書
の
写
し
（
㈢
イ
に
従
っ
て
、

受
験
者
本
人
が
、
東
京
都
福
祉
保
健
局
医
療
政
策
部
医
療

人
材
課
免
許
担
当
に
受
験
資
格
認
定
書
の
原
本
を
提
示
し
、

写
し
を
提
出
す
る
こ
と
。
）

ウ

受
験
写
真
用
台
紙

台
紙
に
は
、
写
真
（
出
願
前
六
箇
月
以
内
に
、
無
帽
で
正

面
か
ら
撮
影
し
た
縦
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
四
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
の
も
の
で
、
そ
の
裏
面
に
撮
影
年
月
日
及
び
氏
名
を
記

入
し
た
も
の
）
を
貼
り
付
け
る
こ
と
。

提
出
に
当
た
っ
て
は
、
現
に
在
籍
し
、
又
は
在
籍
し
て
い

た
学
校
又
は
養
成
所
に
お
い
て
写
真
が
受
験
者
本
人
に
相
違

な
い
旨
の
確
認
を
受
け
、
写
真
に
刻
印
を
受
け
る
こ
と
。

な
お
、
学
校
又
は
養
成
所
の
確
認
及
び
刻
印
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
㈢
イ
に
従
っ
て
、
受
験
者
本
人
が
、

東
京
都
福
祉
保
健
局
医
療
政
策
部
医
療
人
材
課
免
許
担
当
に

出
願
書
類
と
合
わ
せ
て
写
真
と
台
紙
を
持
参
し
、
写
真
付
身

分
証
明
書
等
（
運
転
免
許
証
、
学
生
証
等
）
を
提
示
の
上
、

写
真
が
受
験
者
本
人
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
。

エ

受
験
票

裏
面
に
、
領
収
証
書
を
貼
り
付
け
る
こ
と
（
㈡
エ
参
照
）
。

オ

連
絡
用
住
所
・
氏
名
シ
ー
ル

カ

返
信
用
封
筒
（
受
験
票
返
信
用
）

封
筒
の
大
き
さ
は
、
縦
二
十
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横

十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し
て
、
表
面
に
は
宛
先
を
誤
り
な
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く
記
載
し
、
朱
書
き
で
「
簡
易
書
留
」
の
表
示
を
し
た
上
で
、

四
百
十
四
円
（
定
形
郵
便
料
金
九
十
四
円
と
簡
易
書
留
料
金

三
百
二
十
円
と
の
合
計
）
の
郵
便
切
手
を
貼
り
付
け
る
こ
と
。

㈡

試
験
手
数
料
及
び
納
入
方
法

ア

試
験
手
数
料

六
千
九
百
円

イ

納
付
期
限

令
和
三
年
十
二
月
八
日
（
水
曜
日
）

ウ

納
入
方
法

納
付
書
に
よ
り
、
東
京
都
が
指
定
す
る
金
融
機
関
に
納
入

す
る
こ
と
。

な
お
、
納
入
し
た
試
験
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

エ

領
収
証
書

試
験
手
数
料
納
入
後
の
領
収
証
書
は
、
出
願
時
に
受
験
票

の
裏
面
の
指
定
箇
所
に
貼
り
付
け
て
提
出
す
る
こ
と
。

㈢

出
願
書
類
の
提
出
方
法

出
願
書
類
は
、
次
の
方
法
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
指
定
す
る
期

日
ま
で
に
本
人
が
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
東
京
都
内
の
准

看
護
師
学
校
又
は
准
看
護
師
養
成
所
の
職
員
が
郵
送
又
は
持
参

す
る
場
合
に
限
り
、
代
理
に
よ
る
提
出
を
認
め
る
。

な
お
、
東
京
都
福
祉
保
健
局
医
療
政
策
部
医
療
人
材
課
免
許

担
当
に
お
い
て
、
受
験
写
真
用
台
紙
に
貼
り
付
け
る
写
真
の
本

人
確
認
又
は
受
験
資
格
認
定
書
の
原
本
照
合
を
受
け
る
場
合
は
、

イ
に
従
い
、
受
験
者
本
人
が
持
参
す
る
こ
と
。

ア

郵
送

郵
送
は
、
簡
易
書
留
で
行
う
こ
と
。

な
お
、
封
筒
の
表
面
の
左
下
に
「
准
看
護
師
試
験
関
係
書

類
在
中
」
と
朱
書
き
す
る
こ
と
。

ア

受
付
期
間

令
和
三
年
十
二
月
一
日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
月
八
日

（
水
曜
日
）
ま
で
の
消
印
有
効

イ

提
出
先

東
京
都
福
祉
保
健
局
医
療
政
策
部
医
療
人
材
課
免
許
担

当
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
一
本

庁
舎
二
十
八
階
南
側

イ

持
参

完
全
予
約
制
と
す
る
。
持
参
を
希
望
す
る
日
の
前
日
午
後

四
時
ま
で
に
、
電
話
で
、
東
京
都
福
祉
保
健
局
医
療
政
策
部

医
療
人
材
課
免
許
担
当
（
電
話
〇
三
（
五
三
二
〇
）
四
五
一

七
）
に
、
持
参
す
る
日
時
を
申
し
出
る
こ
と
。

ア

受
付
日
時

令
和
三
年
十
二
月
七
日
（
火
曜
日
）
及
び
同
月
八
日

（
水
曜
日
）
の
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時

三
十
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で

イ

提
出
先

東
京
都
福
祉
保
健
局
医
療
政
策
部
医
療
人
材
課
免
許
担

当
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
一
本

庁
舎
二
十
八
階
南
側

六

合
格
発
表

㈠

日
時

令
和
四
年
三
月
十
日
（
木
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時

ま
で
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
合
格
者
受
験
番
号
一
覧
の
掲
載
は
、

同
日
正
午
か
ら
同
年
三
月
末
日
ま
で
）

㈡

場
所

ア

東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
一
階
南
側
臨
時
窓
口

イ

東
京
都
福
祉
保
健
局
医
療
政
策
部
医
療
人
材
課
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
（https:／／w

w
w
.fukushihoken.m

etro.tokyo.lg.jp／

joho／soshiki／isei／ijin／index.htm
l

）

㈢

発
表
方
法

合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
す
る
。

㈣

そ
の
他

合
格
発
表
に
関
す
る
問
合
せ
に
つ
い
て
は
、
一
切
応
じ
な
い
。

七

合
格
発
表
後
の
手
続

合
格
発
表
後
、
合
格
者
に
は
合
格
証
書
を
交
付
す
る
。

ま
た
、
合
否
に
か
か
わ
ら
ず
、
受
験
者
全
員
に
対
し
て
成
績
通

知
書
（
個
人
の
総
取
得
点
、
科
目
別
得
点
及
び
満
点
）
を
交
付
す

る
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
も
受
験
者
が
修
業
見
込
者
又
は
卒
業
見
込

者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
卒
業
等
証
明
書
の
提
出
後
に
交
付

す
る
。

八

そ
の
他

視
覚
、
聴
覚
、
音
声
機
能
又
は
言
語
機
能
に
障
害
を
有
す
る
者

で
受
験
を
希
望
す
る
も
の
は
、
令
和
三
年
十
一
月
二
十
六
日
（
金

曜
日
）
ま
で
に
、
問
合
せ
先
ま
で
申
し
出
る
こ
と
。
申
し
出
た
者

に
つ
い
て
は
、
受
験
の
際
に
そ
の
障
害
の
状
態
に
応
じ
て
必
要
な

配
慮
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
。

九

問
合
せ
先

東
京
都
福
祉
保
健
局
医
療
政
策
部
医
療
人
材
課
免
許
担
当

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
二

十
八
階
南
側

電
話
〇
三
（
五
三
二
〇
）
四
五
一
七
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規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
五
十
五
号

東
京
都
交
通
局
契
約
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
十
月
一
日

東
京
都
交
通
局
長

内

藤

淳

東
京
都
交
通
局
契
約
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程

東
京
都
交
通
局
契
約
事
務
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
交
通
局
規
程
第

十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
中
「
ま
た
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
「
製
造
」
の
下

に
「
そ
の
他
に
つ
い
て
」
を
、
「
請
負
の
契
約
」
の
下
に
「
（
以
下

「
請
負
契
約
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
工
事
ま
た
は
製
造
の
請
負
の
契
約
」
を

「
請
負
契
約
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
工
事
又
は
製
造
の
請
負

の
契
約
」
を
「
請
負
契
約
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
中
「
工
事
又
は
製
造
の
請
負
の
契
約
」

を
「
請
負
契
約
」
に
、
「
当
該
工
事
又
は
製
造
」
を
「
当
該
請
負
」

に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
中
「
ま
た
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し

書
中
「
工
事
若
し
く
は
製
造
そ
の
他
に
つ
い
て
の
」
を
削
り
、
「
ま

た
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
第
一
項
中
「
工
事
若
し
く
は
製
造
そ
の
他
に
つ
い
て

の
」
を
削
り
、
「
ま
た
は
物
件
」
を
「
又
は
物
件
」
に
、
「
ま
た
は

完
済
前
」
を
「
又
は
完
済
前
」
に
改
め
、
「
工
事
ま
た
は
製
造
そ
の

他
に
つ
い
て
の
」
を
削
り
、
「
こ
え
る
」
を
「
超
え
る
」
に
改
め
、

同
項
た
だ
し
書
中
「
工
事
ま
た
は
製
造
そ
の
他
に
つ
い
て
の
」
を
削

る
。第

六
十
二
条
の
二
中
「
工
事
又
は
製
造
そ
の
他
に
つ
い
て
の
」
を

削
り
、
「
請
負
契
約
」
の
下
に
「
又
は
物
件
の
買
入
れ
そ
の
他
の
契

約
」
を
加
え
る
。

第
六
十
三
条
第
一
項
中
「
工
事
若
し
く
は
製
造
そ
の
他
に
つ
い
て

の
」
を
削
り
、
「
工
事
若
し
く
は
製
造
の
」
を
「
当
該
請
負
の
」
に

改
め
る
。

第
六
十
九
条
第
一
項
中
「
工
事
又
は
製
造
」
を
「
当
該
請
負
」
に

改
め
る
。附

則

１

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
交
通
局
契
約
事
務
規
程
第

十
八
条
、
第
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
第
一
項

及
び
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の

日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
行
わ
れ
る
公
告
そ
の

他
の
契
約
の
申
込
み
の
誘
引
に
よ
る
契
約
に
つ
い
て
適
用
し
、
施

行
日
前
に
お
い
て
行
わ
れ
た
公
告
そ
の
他
の
契
約
の
申
込
み
の
誘

引
に
よ
る
契
約
で
施
行
日
以
後
に
入
札
執
行
さ
れ
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

規

程
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
十
六
号

東
京
都
水
道
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

令
和
三
年
十
月
一
日

東
京
都
水
道
局
長

浜

佳
葉
子

東
京
都
水
道
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
財
務
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
東
京
都
水
道
局
管
理

規
程
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
工
事
又
は
製
造
そ
の
他
の
請
負
契
約
」
を
「
請
負
契

約
」
に
改
め
る
。

第
二
百
六
条
中
「
工
事
、
製
造
そ
の
他
の
請
負
、
」
を
「
工
事
、

製
造
そ
の
他
に
つ
い
て
の
請
負
契
約
（
以
下
「
請
負
契
約
」
と
い

う
。
）
及
び
」
に
改
め
る
。

第
二
百
二
十
三
条
第
一
項
中
「
工
事
又
は
製
造
の
請
負
の
契
約
」

を
「
請
負
契
約
」
に
、
「
当
該
工
事
又
は
製
造
」
を
「
当
該
請
負
」

に
改
め
る
。

第
二
百
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
工
事
又
は
製
造
そ
の

他
に
つ
い
て
の
請
負
の
契
約
」
を
「
請
負
契
約
」
に
改
め
る
。

第
二
百
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
工
事
、
製
造
そ
の
他
に
つ

い
て
の
請
負
」
を
「
請
負
契
約
」
に
改
め
る
。

第
二
百
五
十
一
条
並
び
に
第
二
百
五
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項

中
「
工
事
若
し
く
は
製
造
の
請
負
」
を
「
請
負
契
約
」
に
、
「
買
入

れ
の
場
合
」
を
「
買
入
れ
契
約
の
場
合
」
に
改
め
る
。

第
二
百
五
十
七
条
第
一
項
中
「
工
事
、
製
造
そ
の
他
の
請
負
、
」

を
「
請
負
契
約
又
は
」
に
改
め
る
。

第
二
百
六
十
条
第
一
項
及
び
第
二
百
六
十
一
条
中
「
工
事
、
製
造

そ
の
他
の
」
を
削
る
。

第
二
百
七
十
条
の
表
１
の
項
中
「
工
事
又
は
製
造
そ
の
他
の
」
を

削
る
。

第
二
百
八
十
一
条
、
第
二
百
八
十
一
条
の
二
及
び
第
二
百
八
十
一

条
の
六
中
「
工
事
又
は
製
造
そ
の
他
の
」
を
削
る
。

第
二
百
八
十
四
条
の
見
出
し
中
「
工
事
又
は
製
造
そ
の
他
の
」
を

削
る
。

附

則
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１

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
水
道
局
財
務
規
程
第
二
百

二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
百
五
十
一
条
並
び
に
第
二
百
五
十
三
条

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
（
以
下

「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
行
わ
れ
る
公
告
そ
の
他
の
契
約

の
申
込
み
の
誘
引
に
よ
る
契
約
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に

お
い
て
行
わ
れ
た
公
告
そ
の
他
の
契
約
の
申
込
み
の
誘
引
に
よ
る

契
約
で
施
行
日
以
後
に
入
札
執
行
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

公

告

東
京
都
功
労
者
表
彰
に
つ
い
て

東
京
都
表
彰
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
七
十
四

号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
三
年
十
月
一
日
に
表
彰
さ
れ

る
方
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
三
年
十
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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東
京
都
名
誉
都
民
に
選
定
し
た
者
の
事
績
に
つ
い
て

東
京
都
名
誉
都
民
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
条
例
第
七
十
六

号
）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
三
年
十
月
一
日
に
新
た
に
東

京
都
名
誉
都
民
に
選
定
し
た
者
の
事
績
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
三
年
十
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

東
京
都
文
京
区

う

い

み
ち

お

宇

井

理

生

昭
和
八
年
二
月
二
十
日
、
東
京
府
（
現
東
京
都
）
に
生
ま
れ
る
。

昭
和
三
十
年
、
東
京
大
学
医
学
部
薬
学
科
卒
業
後
、
同
大
学
大
学

院
に
入
学
す
る
。

昭
和
三
十
三
年
、
北
海
道
大
学
医
学
部
薬
学
科
助
手
と
な
る
。

昭
和
四
十
八
年
、
北
海
道
大
学
薬
学
部
教
授
に
就
任
す
る
。

昭
和
六
十
一
年
、
東
京
大
学
薬
学
部
教
授
に
就
任
す
る
。

た
ん

平
成
二
年
、
「
情
報
伝
達
系
に
お
け
る
Ｇ
Ｔ
Ｐ
結
合
蛋
白
質
の
役

割
」
に
よ
り
日
本
薬
学
会
賞
（
学
術
賞
）
を
受
賞
す
る
。

た
ん

平
成
三
年
、
「
細
胞
情
報
伝
達
に
お
け
る
Ｇ
Ｔ
Ｐ
結
合
蛋
白
質
の

役
割
に
関
す
る
研
究
」
に
よ
り
日
本
学
士
院
賞
を
受
賞
す
る
。

平
成
五
年
、
北
海
道
大
学
名
誉
教
授
、
東
京
大
学
名
誉
教
授
に
就

任
す
る
。

平
成
七
年
、
財
団
法
人
東
京
都
臨
床
医
学
総
合
研
究
所
（
現
公
益

財
団
法
人
東
京
都
医
学
総
合
研
究
所
）
の
所
長
に
就
任
す
る
。

平
成
十
四
年
、
財
団
法
人
東
京
都
医
学
研
究
機
構
東
京
都
臨
床
医

学
総
合
研
究
所
（
現
公
益
財
団
法
人
東
京
都
医
学
総
合
研
究
所
）
の

名
誉
所
長
に
就
任
す
る
。

じ
ゅ

平
成
二
十
年
、
瑞
宝
中
綬
章
を
受
章
す
る
。

平
成
三
十
年
、
文
化
功
労
者
と
し
て
顕
彰
さ
れ
る
。
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氏
は
、
ホ
ル
モ
ン
な
ど
の
刺
激
が
細
胞
内
部
に
情
報
と
し
て
伝
え

ら
れ
る
仕
組
み
を
明
ら
か
に
し
、
受
容
体
刺
激
を
仲
介
す
る
Ｇ
Ｔ
Ｐ

た
ん

結
合
蛋
白
質
を
発
見
す
る
な
ど
、
細
胞
内
情
報
伝
達
研
究
の
発
展
に

尽
力
し
て
き
た
。
ま
た
、
数
多
く
の
人
材
を
育
成
し
、
優
秀
な
研
究

者
を
輩
出
し
て
き
た
。
氏
の
功
績
は
多
大
で
あ
り
、
公
共
の
福
祉
を

増
進
し
、
学
術
の
進
展
に
寄
与
す
る
姿
は
、
広
く
都
民
が
敬
愛
し
、

誇
り
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

東
京
都
世
田
谷
区お

だ

し
ま

ゆ
う

し

小
田
島

雄

志

ほ
う
て
ん

昭
和
五
年
十
二
月
十
八
日
、
満
州
国
奉
天
市
（
現
中
華
人
民
共
和

し
ん
よ
う

国
瀋
陽
市
）
に
生
ま
れ
る
。

昭
和
二
十
四
年
、
東
京
大
学
へ
入
学
す
る
。
在
学
中
、
授
業
で
シ

ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
原
文
に
触
れ
る
。
神
田
の
古
本
屋
で
購
入
し
た

し
ょ
う
よ
う

「
新
修
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
全
集
」
（
坪
内
逍
遥
訳
）
を
読
み
、
氏

に
と
っ
て
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
人
生
の
先
輩
に
な
る
。

昭
和
三
十
一
年
、
國
學
院
大
學
専
任
講
師
に
就
任
す
る
。

昭
和
三
十
四
年
、
津
田
塾
大
学
専
任
講
師
に
就
任
す
る
。

昭
和
三
十
六
年
、
東
京
大
学
専
任
講
師
、
昭
和
五
十
三
年
、
同
大

学
教
養
学
部
教
授
、
平
成
三
年
に
は
同
大
学
名
誉
教
授
に
就
任
す
る
。

昭
和
五
十
五
年
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
全
戯
曲
三
十
七
作
品
を
完

訳
し
、
そ
の
功
績
に
よ
り
芸
術
選
奨
文
部
大
臣
賞
を
受
賞
す
る
。

平
成
三
年
、
文
京
女
子
短
期
大
学
教
授
に
就
任
す
る
。

平
成
五
年
、
東
京
芸
術
劇
場
館
長
に
就
任
し
、
平
成
十
九
年
、
同

劇
場
名
誉
館
長
に
就
任
す
る
。

じ
ゅ

平
成
七
年
、
紫
綬
褒
章
を
受
章
す
る
。

平
成
十
四
年
、
文
化
功
労
者
と
し
て
顕
彰
さ
れ
る
。

平
成
二
十
年
、
小
田
島
雄
志
・
翻
訳
戯
曲
賞
を
設
立
す
る
。

平
成
三
十
一
年
、
演
劇
功
労
者
と
し
て
表
彰
さ
れ
る
。

氏
は
、
イ
ギ
リ
ス
現
代
劇
の
紹
介
、
劇
評
の
執
筆
や
演
劇
台
本
の

翻
訳
な
ど
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
全
戯
曲
の

翻
訳
を
成
し
遂
げ
た
。
ま
た
、
多
く
の
演
劇
賞
、
芸
術
賞
の
選
考
委

員
を
務
め
る
こ
と
に
加
え
、
自
ら
小
田
島
雄
志
・
翻
訳
戯
曲
賞
を
設

立
し
翻
訳
劇
の
振
興
、
後
進
の
育
成
に
も
貢
献
し
て
い
る
。
長
年
の

活
動
を
通
じ
て
、
多
く
の
人
に
希
望
や
活
力
を
与
え
て
き
た
そ
の
姿

は
、
広
く
都
民
が
敬
愛
し
、
誇
り
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

東
京
都
世
田
谷
区む

ろ

い

ま

や

こ

室

井

摩
耶
子

大
正
十
年
四
月
十
八
日
、
東
京
府
（
現
東
京
都
）
に
生
ま
れ
る
。

昭
和
十
六
年
、
東
京
音
楽
学
校
（
現
東
京
藝
術
大
学
）
を
首
席
で

卒
業
後
、
研
究
科
に
進
み
、
レ
オ
ニ
ー
ド
・
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
氏
に
師

事
、
昭
和
十
八
年
、
研
究
科
を
修
了
す
る
。

昭
和
二
十
年
、
日
比
谷
公
会
堂
で
財
団
法
人
日
本
交
響
楽
団
（
現

公
益
財
団
法
人
Ｎ
Ｈ
Ｋ
交
響
楽
団
）
の
ソ
リ
ス
ト
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー

す
る
。
終
戦
後
、
本
格
的
に
リ
サ
イ
タ
ル
活
動
を
開
始
し
、
エ
リ
ッ

ク
・
サ
テ
ィ
や
ポ
ー
ル
・
デ
ュ
カ
ス
な
ど
多
く
の
作
品
を
日
本
で
初

演
す
る
。

昭
和
三
十
一
年
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ウ
ィ
ー
ン
で
開
催
さ
れ
る
モ

ー
ツ
ァ
ル
ト
生
誕
二
〇
〇
年
記
念
祭
に
日
本
代
表
と
し
て
派
遣
さ
れ

る
。同

年
、
第
一
回
ド
イ
ツ
政
府
給
費
留
学
生
に
推
挙
さ
れ
、
ベ
ル
リ

ン
音
楽
大
学
に
留
学
。
ベ
ル
リ
ン
を
拠
点
に
、
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
ロ
ロ

さ
ん

フ
氏
や
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ケ
ン
プ
氏
等
に
師
事
し
研
鑽
を
積
む
。

昭
和
三
十
五
年
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ケ
ン
プ
氏
の
推
薦
を
得
て
、

ベ
ル
リ
ン
で
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
ソ
ナ
タ
四
曲
を
並
べ
た
リ
サ
イ
タ

ル
を
開
催
。
ま
れ
に
み
る
好
評
を
収
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
活
動
の

第
一
歩
を
踏
み
出
す
。
現
地
で
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
が
つ
き
、
以
降
世
界

十
三
か
国
で
公
演
を
重
ね
る
。

昭
和
三
十
九
年
、
ド
イ
ツ
で
出
版
さ
れ
た
「
世
界
一
五
〇
人
の
ピ

ア
ニ
ス
ト
」
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
る
。

昭
和
四
十
六
年
、
著
作
「
ピ
ア
ニ
ス
ト
へ
の
道
」
を
発
表
し
、
以

降
、
執
筆
活
動
も
盛
ん
に
行
う
。

昭
和
五
十
五
年
、
帰
国
し
、
日
本
に
活
動
の
拠
点
を
移
す
。

だ
い
ご

平
成
七
年
、
音
楽
の
醍
醐
味
を
伝
え
る
た
め
「
音
楽
を
聴
き
た
い

っ
て
何
な
の
？
」
と
題
し
た
「
ト
ー
ク
＆
コ
ン
サ
ー
ト
・
シ
リ
ー

ズ
」
を
始
め
る
。

平
成
二
十
四
年
、
第
二
十
二
回
新
日
鉄
音
楽
賞
特
別
賞
を
受
賞
。

平
成
三
十
一
年
、
平
成
三
十
年
度
文
化
庁
長
官
表
彰
を
受
け
る
。

令
和
三
年
、
「
百
寿
記
念
ス
ペ
シ
ャ
ル
・
コ
ン
サ
ー
ト
」
を
開
催

す
る
。

氏
は
、
六
歳
の
時
か
ら
ピ
ア
ノ
と
共
に
歩
み
続
け
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

さ
ん

で
の
研
鑽
を
経
て
、
今
も
な
お
国
内
最
高
齢
の
現
役
ピ
ア
ニ
ス
ト
と

し
て
活
躍
し
て
い
る
。
作
曲
家
の
思
い
を
大
切
に
し
、
楽
譜
や
一
つ

一
つ
の
音
と
真
摯
に
向
き
合
い
、
物
語
を
奏
で
る
よ
う
な
ピ
ア
ノ
の

音
色
で
多
く
の
聴
衆
に
感
動
を
与
え
続
け
る
姿
は
、
人
々
に
希
望
や

活
力
を
与
え
、
広
く
都
民
が
敬
愛
し
、
誇
り
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
三
年
十
月
一
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉



（第17429号）東 京 都 公 報令和3年10月1日（金曜日）１３

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

稲
城
市
大
字
東
長
沼
字
一
号
百
四

番
、
百
五
番
、
百
七
番
、
百
八
番
、

同
番
地
先
及
び
百
九
番
一

立
川
市
高
松
町
一
丁
目
三
十
番

十
一
号

株
式
会
社
ノ
ー
ヴ
ァ
・
ア
ソ
シ

エ
イ
ツ

代
表
取
締
役

濱
中

敏
之

小
平
市
上
水
本
町
五
丁
目
千
四
百

六
十
九
番
十
五
の
一
部

小
平
市
上
水
本
町
五
丁
目
四
番

三
号

荒
畑

喜
和

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労
働

局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
三
年
十
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

セ
レ
オ
国
分
寺

二

店
舗
所
在
地

国
分
寺
市
南
町
三
丁
目
二
十
番
三
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
Ｊ
Ｒ
中
央
線
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

デ
ザ
イ
ン

四

設
置
者
住
所

小
金
井
市
本
町
一
丁
目
十
八
番
十
号

五

変
更
前
の
駐
車
場
の

位
置
及
び
収
容
台
数

店
舗
内

五
百
台

六

変
更
後
の
駐
車
場
の

位
置
及
び
収
容
台
数

店
舗
内

三
百
九
十
台

七

変
更
日

令
和
四
年
五
月
八
日

八

届
出
日

令
和
三
年
九
月
七
日

九

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十

縦
覧
期
間

令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
二

月
一
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。



令和3年10月1日（金曜日）東 京 都 公 報（第17429号） １４

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

五
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


